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令和６年度アイヌ工芸品販路拡大・担い手育成事業 

委託業務企画提案説明書 

 

１ 業務の目的 

アイヌ工芸品等の認知度向上や販路拡大に向けた取組や、アイヌの伝統的技術を継承する担

い手育成に取り組むことによりアイヌ工芸の振興を図ることを目的とする。 

また、当事業における「アイヌ工芸品等」とは、アイヌの人たちの伝統的技術により製作さ

れた工芸品並びに当該工芸品及び伝統的技術を活用して開発された製品（ただし、アイヌ文様

をコピーし、大量に生産された商品を除く。）をいう。 

 

２ 業務の内容 

（１）アンテナショップの開設 

アイヌ工芸品等のアンテナショップを開設・運営し、アイヌ工芸品等のＰＲを行うとともに、

運営上の課題等を把握し、解決に向けた調査・分析を行うこと。 

また、アンテナショップの開設・運営において、テナント制や代理販売等の運営方法について

も整理し、アンテナショップの開設ができる方法を含めた具体的な提案書としてまとめること。 

ア 実施期間 

試験的なアンテナショップの開設・運営について、最低１週間以上開設すること。 

イ 実施場所 

道外の中枢都市（首都圏又は大阪、福岡などの政令都市）のうち 2 箇所以上で、各１店舗以 

    上開設すること。 

     また、百貨店やショッピングモール、観光スポットなど人流が多く、1 日あたり 500 人以上 

    の来店を見込める場所を選定すること。 

ウ 実施方法 

令和４年度及び令和５年度のアイヌ工芸品販路拡大・担い手育成事業委託業務で取りまとめ

られた報告書（以下「報告書」という。）を参考にして、開設・運営すること。 

なお、「報告書」については、企画提案者からの申込みにより貸与する。 

エ その他 

アンテナショップについて、受託者の利益が発生しないよう運営し、開設・運営は道や関係

者と十分に協議した上で実施すること。また、協議期間を含めた具体のスケジュールを提案す

ること。 

また、来場者に対しアンケート調査を実施すること。アンケートの調査項目については委託

者と協議の上、決定すること。 

 

（２）教育機関などへの働きかけによる学習・製作体験 

    道内・道外の普通科の高校や大学のほか、木工や造形、デザイン等を履修している高校、専門

学校及び大学を対象に、アイヌの伝統的技術による工芸品製作の担い手となってもらえるよう、

アイヌ工芸家による技術伝承の場や機会を確保すること。 

ア 出前講座の開催 

   アイヌ工芸品等の製作技術等を、アイヌ工芸家から、直接学ぶことができる出前講座を開催

すること。 

（ア）実施回数 

    道内３回以上、道外１回以上（講座内容は各回で変更可） 

（イ）対象者 

    アイヌ工芸品等に興味・関心を持つことが期待される高校生、専門学校生及び大学生  

（ウ）受講人数 

    実人員１００名以上（１回の受講人数が多人数とならないよう配慮して実施すること）  

イ インターン研修の実施 
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   （２）アで受講した高校や専門学校、大学から公募により対象者を選定し、集中的に製作技

術を習得してもらえるよう、アイヌ工芸家のもとに派遣するインターン研修を実施すること。 

（ア）実施回数 

    ２回以上（研修内容は各回で変更可） 

（イ）対象者 

    アイヌ工芸品等に興味・関心を持つことが期待される高校生、専門学生及び大学生  

（ウ）研修期間 

    連続した４日間以上 

（エ）受講人数 

    各回５名以上、実人員１０名以上（多人数にならないよう配慮） 

（オ）受講者の選定 

    派遣者は、道と協議の上、決定すること。 

（カ）その他 

    受講に係る必要な手配は受託者が実施し、旅費、宿泊費、受講料等の必要な経費は受託者

の負担とする。 

 

（３）若者の活動を発表する場の提供 

ア 研修成果発表 

   受託者は、出前講座・インターン研修に参加した学生等が製作した作品や自身の体験を発表

する場や機会を設けること。 

  イ アイヌ工芸家と若者の車座 

     「アイヌ工芸家」がより身近に感じることのできる存在・就業先となることを目指し、アイ    

    ヌ文化や工芸への関心が高い若者と、アイヌ工芸家による意見交換の場や機会を確保すること。 

     なお、車座に参加する若者は、出前講座・インターン研修受講者及び一般公募により募集し  

    た者とし、合わせて５名以上とする。 

ウ その他 

（３）ア及びイについて、効果的な実施方法を提案すること。 

    なお、（４）アイヌ文化発信 PR イベント内での実施を可とし、より多くの人への発信効果を期 

    待できるよう広報を実施すること。 

 

（４）アイヌ文化発信 PR イベントの実施 

道内・道外において、インバウンドを含め幅広く多くの人々に、工芸品、食、舞踊などのアイ

ヌ文化の発信と、道内アイヌ文化関連施設等の PR を行うこと。 

  なお、インバウンドの集客が見込まれる実施時期の検討及び会場の選定を行い、インバウンド 

 対応も可能な体制とすること。 

ア 実施日数 

イベントについて、道内・道外それぞれで、各１回以上かつ 2 日以上実施すること。 

イ 実施場所 

（ア） 道内は、札幌又は地方の中核都市を想定。なお、会場選定にあたっては、冬期・閑散期のウ

ポポイ及びアイヌ文化関連施設の誘客対策を視野に入れ、大型イベントの開催期間や場所

を考慮し、大型イベント参加者へ PR できるよう選定するとともに、開催期間中延べ 1,000

人以上の来場者が見込まれる場所にすること。 

（イ） 道外は、首都圏又は大阪、福岡などの政令都市を想定。なお、会場選定にあたっては、大型

イベントの開催期間や場所を考慮し、大型イベント参加者へ PR できるよう選定するととも

に、開催期間中延べ 1,000 人以上の来場者が見込まれる場所を選定すること。 

ウ 実施内容 

   次のことを実施すること。 

  （ア）アイヌ工芸品の PR 
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      アイヌ工芸家によるアイヌ工芸品の実演販売やワークショップなど、工芸品のプロモー  

     ションを実施すること。 

  （イ) アイヌ文化の魅力発信 

      アイヌ伝統舞踊の披露や伝統楽器の演奏、アイヌの食のレポートやセミナーなど、来場者  

     にアイヌ文化の魅力を発信すること。 

  （ウ) アイヌ文化の体験 

      イベント会場において、アイヌ文化に係る来場者向けの体験プログラムを実施すること。 

  （エ) アイヌ文化や道内アイヌ関連施設等を紹介するパネルの掲示 

      アイヌ文化の歴史や道内アイヌ関連施設を紹介するパネルをイベント会場に掲示するこ  

     と。 

  （オ) アイヌの歴史や文化に対する理解度などの調査 

      来場者に対して、アイヌの歴史や文化の理解度・関心度や、魅力を感じたイベント内容な  

     ど、今後のプロモーションに資するアンケート調査を実施すること。  

      なお、アンケート調査項目については、委託者と協議の上、決定するものとする。  

 

（５）その他 

ア 上記業務のほか、目的の達成に資する独自事業、連携事業の企画があれば提案すること。 

イ 実施にあたっては、委託者と相談の上、行うこと。 

    未定事項や調整の結果、変更があった場合は、柔軟に対応できる体制とし、変更する場合は、 

    委託者と協議すること。 

 

３ 業務処理にあたっての留意事項 

（１）各業務のねらいを達成するため最適な事業の計画を立てること。 

 

（２）企画に基づく事業の実施を行うこと。 

ア 業務に当たっては、効果的な時期、内容、広報媒体を選定した上で実施するとともに、事 

前に委託者や関係機関に確認を行った上で実施すること。 

イ 業務の実施に当たっては、発生する経費（事業の運営、控え室、会場設営等に係る費用等） 

は、受託者が負担し、併せて必要な連絡調整を行うこと。 

ウ 業務の実施に当たっては、必要な施設・設備及び人員の確保、資料等の手配を行うととも 

に、集客が必要なイベントには適切な広報を行うこと。 

エ 各業務の進行管理を適切に行うこと。 

オ 事業の効果を高めるため、応援企業等との協働による取組の推進・調整に努めること。 

 

４ 成果品の提出 

委託業務を完了したときは、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書及び次の成果品

を提出すること。 

（１）実績報告書 

 電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）１部及び紙媒体１部（Ａ４判）とし、電子媒体はパ 

ワーポイント等編集が可能なものとすること。 

 

（２）著作権等 

本委託業務における成果品の所有権は委託者に帰属する。 

 

５ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

（１）単体の法人若しくは団体又は複数の法人、団体の連合体（以下、「コンソーシアム」という。）

であること。 

なお、単体の法人若しくはコンソーシアムは、観光、文化、催事、広報等それぞれの業務に 
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関して専門的なノウハウ、あるいは横断的なネットワーク等を有する事業者及び、地域の交流 

資源や事業者との連携強化を喚起する趣旨から、事業の活性化を担う団体、企業を含むこと。 

 

（２）コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。 

ア コンソーシアムの代表者及び単体企業等は、道内に本社又は事業所等（本事業を実施する                

ために設置する場合を含む）を有する企業、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号） 

に基づく特定非営利活動法人（以下、「特定非営利活動法人」という）、その他法人又は法 

人以外の団体であること。 

 

イ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に掲げる者でないこと。 

 

ウ 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている

者でないこと。  

 

エ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月 11 日付け局総第 461

号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受けた

が、既にその停止の期間を経過していること。  

 

オ 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行

う競争入札への参加を除外されていないこと。  

 

カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ア）道税（個人道民税及び地方消費税を除く、以下同じ） 

（イ）本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く） 

（ウ）消費税及び地方消費税  

 

キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除

く）。 

（ア）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

（イ）厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

（ウ）雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出  

 

ク コンソーシアムの構成員が単独法人又は他のコンソーシアムの構成員として、このプロポ

ーザルに参加する者でないこと。  

 

ケ 団体においては、団体規約及び会計帳簿を備え、予算と決算を行っていること。  

 

コ 特定非営利活動法人の場合にあっては、直近２年度分の特定非営利活動促進法第 29 条に

定める事業報告書等を所管庁へ提出していること。 

 

（３）コンソーシアムの代表者及び単体企業等は、道内に本社又は事業所等（本事業を実施するた

めに設置する場合を含む）を有する企業、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に

基づく特定非営利活動法人（以下、「特定非営利活動法人」という）、その他法人又は法人以外

の団体であること。 

 

６ 業務上の留意事項 

（１）業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、委託者と受託者が協議し決定す

る。 
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（２）業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

  ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

７ 審査項目 

企画提案は、次の事項について審査し、総合的に判断する。 

（１）事業者の適格性 

ア アイヌ文化及び工芸品への理解が適切であり、広告宣伝、イベント実施、ＰＲ業務に関し、 

 十分な実績を持ち、関連業務のノウハウを有する事業者とのネットワークを有しているか。 

 

イ 実施スケジュールが適切であり、提案内容が確実に実施される業務執行体制を有している

か。 

 

（２）企画提案内容の適合性 

ア アンテナショップの開設 

（ア）集客目標数の達成が見込める立地条件や開設期間となっており、調査の実施にあたって適

切な計画となっているか。 

 

（イ）販売する工芸品の種類等、仕入れを含めた運営方法は適切か。 

 

イ 教育機関などへの働きかけによる学習・製作体験 

（ア）出前講座 

（ａ）アイヌ工芸品に興味・関心を持つことが期待できる生徒・学生が積極的に参加できる

内容であるか。 

 

    （ｂ）受講対象者に関し、工芸関連の学校のみではなく、普通科の高校や大学など、幅広く

興味・関心を持ってもらうための技術伝承の場や機会となっているか。 

 

（イ）インターン研修 

（ａ）研修に関し、アイヌ工芸品に興味・関心の高い生徒・学生が積極的に参加できる内容で

あるか。 

 

（ｂ）インターン研修の受け入れ先との連携が十分に図られる提案内容となっているか。 

 

  ウ 若者の活動を発表する場の提供 

   （ア）研修成果発表 

      出前講座及びインターン研修で製作した作品の発表方法などについて、より多くの方に見

てもらい、アイヌ工芸の興味・関心が得られるよう効果的な内容となっているか。 

 

 （イ）アイヌ工芸家と若者の車座 

 意見交換の場として適切であり、次世代を担う若者がより一層興味・関心を高められるよ 

う、効果的な内容となっているか。 

 

エ アイヌ文化発信 PR イベントの実施 

（ア）会場選定、実施時期が効果的となっているか。 

 

（イ）アイヌ文化の魅力発信・体験が魅力的な内容となっているか。 
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（ウ）インバウンド対応が可能な運営体制となっているか。 

 

（エ）道内アイヌ関連施設等への興味を高め、来訪意欲を促進するために効果的な提案となって  

  いるか。 

 

オ その他 

目的の達成に資する独自又は連携企画の内容は適切か。 

 

８ 予算上限額 

２０，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

９ 委託期間 

委託契約日から令和７年３月１９日（水）まで 

 

10 資格審査申請書、企画提案書の提出方法 

（１）資格審査申請書の提出期限、場所、方法、部数 

ア 提出期限 令和６年４月８日（月）１７時必着 

 

イ 提出場所 （４）に同じ 

 

ウ 提出方法 持参（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）        

に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）又は郵送（簡易書留、書留        

のいずれか） 

 

エ 提出様式 別添１のとおり 

 

オ 提出部数 １部 

 

（２）企画提案書の提出期限、場所、方法、部数 

ア 提出期限 令和６年４月２５日（木）１７時必着 

 

イ 提出場所 （４）に同じ 

 

ウ 提出方法 持参（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）        

に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）又は郵送（簡易書留、書留        

のいずれか） 

 

エ 提出様式 別添２のとおり 

 

オ 提出部数 ８部（法人名等については、１部のみに記載し、残り７部については、それら 

を記載しないこと。また、文中にも法人名等を記載しないこと。） 

 

（３）質問の受付 

電子メール（メールアドレス：kansei.ainu@pref.hokkaido.lg.jp）で受け付けます。 

「件名」に【質問：令和６年度アイヌ工芸品販路拡大・担い手育成事業委託業務（企業名

を記載）】と明記し、本文に事業者名、担当者職・氏名及び連絡先電話番号を記載した上で、

質問事項を記載してください。 

なお、質問内容の趣旨等の確認をさせていただく場合があります。 
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送信後、必ず電話で着信の確認をお願いします。 

 

（４）提出窓口 

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 

北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課 

担当 主事 森田 穂乃花 

電話 ０１１－２３１－４１１１（内線２４‐１３５） 

ＦＡＸ ０１１－２３２－４１１２ 

 

11 その他 

（１）企画提案に要する経費は、参加事業者の負担とする。 

 

（２）企画提案の採否については、文書で通知する。 

 

（３）企画提案書等を参加期日までに提出しない場合は、企画提案に参加の意思がないものとみな

す。 

 

（４）本業務の成果品に係る著作権は委託者に帰属する。 

 

（５）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円 

 

（６）契約書作成の要否 

 要 

 

（７）関連情報を収集するための窓口 

１０の（４）に同じ 

 

（８）プロポーザルに関する説明 

提出された企画提案書の内容についてヒアリングを行う。 

企画提案書が６者以上の場合、あらかじめ審査調書に基づく採点のみによって１次審査を 

行い、５者の企画提案書を選定の上、当該企画提案書を提出した提案者に対して、ヒアリン 

グを行うものとする。 

 

（９）審査結果及び特定者名 

公表する。 

 


